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事後審査型制限付き一般競争入札共通事項 

（郵便入札用） 

 

１  入札に参加できる者（特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）の構

成員も含む）に必要な資格要件 

(1) 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)（以下「自治令」という。）第１６７

条の４第１項の規定に該当していないこと。 

(2) 自治令第１６７条の４第２項の規定に基づく宇都宮市の入札参加制限を受けてい

ないこと。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の

申立てがなされていない者であること。 

ただし，手続開始の決定後，市長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者は

除く。 

(4) 宇都宮市入札参加停止等措置要領に基づく入札参加保留または入札参加停止期間

中でないこと。 

 

２ 入札手続 

(1) 事後審査型制限付き一般競争入札に参加を希望する者は，あらかじめ，次により，

入札書送付用の指定封筒を契約課窓口にて受領すること。  

① 提出書類 

・入札用封筒交付申請書 

・上記申請書の交付は，宇都宮市／入札情報ＨＰからのダウンロードを原則とし，

契約課窓口での交付は行わない。 

【ＵＲＬ：http://www.city.utsunomiya.tochigi.supercals.jp/keiyaku_kouji/】 

② 封筒の交付場所 

・宇都宮市理財部契約課（５階） 

・申請書は持参とし，郵送又は電送によるものは受け付けない。 

(2) 入札は郵便入札によるものとし，持参によるものは認めない。なお，共同企業体 

の場合は，代表者が提出すること。 

(3) 公告にて，入札参加形態を共同企業体に指定している事後審査型制限付き一般競

争入札へ，参加を希望する者は，あらかじめ，次により関係書類を提出することとす

る。 

 ① 提出書類 

  ・特定建設工事入札参加資格審査申請書（共同企業体）及び特定建設工事共同企業

体協定書（以下「参加申請書」という。） 

  ・参加申請書は，入札情報システムからのダウンロードするものとする。  

 ② 提出方法 

  ・宇都宮市理財部契約課（５階）へ持参 

(4) 郵送方法は，発注者が受領確認できる「一般書留」，「簡易書留」のいずれかによ

るものとし,「特定記録郵便」，「普通郵便」によるものは認めない。  

(5) 宛先は，日本郵便株式会社  宇都宮中央郵便局留  宇都宮市役所契約課行とする

こと。 

(6) 入札書は，郵便入札用の指定様式を使用すること。  

http://www.city.utsunomiya.tochigi.supercals.jp/keiyaku_kouji/
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(6) 郵送する封筒は，郵便入札用の指定封筒を使用すること。  

 

３ 設計図書 

設計図書（図面，仕様書及び設計書）は，入札情報システムからダウンロードするこ

とができる。 

 

４ 現場説明会：行わない。 

 

５ 入札の留意事項 

(1) 指定された提出期限日までに日本郵便株式会社 宇都宮中央郵便局必着のこと。 

(2) 入札に際しては，地方自治法（昭和２２年法律第６７号），自治令，宇都宮市契約

規則（平成１７年規則第１２号）及び宇都宮市建設工事執行規則（昭和５０年規則第

３４号）等を守ること。 

(3) 入札に際しては，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号）等に抵触する行為をしないこと。 

(4) 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額（以下「入札価格」という。）に

当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので，入札

者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，

見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

(5) 提出した入札書の書換え，引換え，又は撤回は認めない。 

(6) 落札者の決定方法 

開札の結果，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者  

を落札候補者とし，その者から徴取した入札参加資格確認書類の審査の結果，入札参

加資格要件を満たしている場合には，当該落札候補者を落札者とする。満たしていな

い場合には，次順位者から順次審査を行い適格者が確認できるまで行うものとする。  

(7) 入札回数は３回とする。 

(8) 再度の入札に付する場合 

下記に該当した場合は，再度の入札に付するものとし，郵便により行う。その場合

の入札書提出期限は再度の入札参加対象者あてに連絡する。 

 ① 落札候補者がいないが，予定価格を超えて入札した者がいる場合 

②  事後審査の結果，全ての落札候補者が失格となったが，予定価格を超えて入札し

た者がいる場合 

  

６ 開札の立会 

立会人は，入札参加者から抽選により１人を選定する。 

選定された立会人には，立会人選定通知書を指定した期日に通知する。  

ただし，上記立会人は，開札日を同じくする郵便による入札が２件以上あり，かつ，

入札参加者の負担軽減及び入札会場や駐車場の混雑緩和の必要があると認められた場合

には当該入札を含む連続する約１０件までの立会人を兼務するものとし，兼務となった

入札の参加者からは立会人は選定しないものとする。  

 

７ 工事費内訳書 

(1) 入札に際し，入札価格に対応した工事費内訳書の提出を義務付けることとする。 
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(2) 工事費内訳書は，入札書を提出する際に同封すること。 

(3) 工事費内訳書は，設計書と同項目とし，記載内容は金額等を明らかにしたもので  

あること。なお，材料費，労務費，法定福利費，建退共掛金，安全衛生経費について  

は必須項目とする。 

 

８ 契約保証金 

契約保証金は，有価証券の提出又は金融機関若しくは前払保証事業会社の保証をもっ

て契約保証金の納付に代えることができる。 

また，公共工事履行保証証券による保証を付し，又は履行保証保険契約の締結を行っ

た場合は，契約保証金の納付を免除する。 

 

９ 入札担当職員：契約課長 

 

１０ 入札参加資格の確認等 

(1) 入札参加資格確認手続 

開札後に，落札者とするための入札参加資格の確認を行うので，落札候補者は，次

により，入札参加資格確認の審査を受けなければならない。 

・ 入札参加資格確認書類（以下「確認申請書類」という。） 

① 事後審査型制限付き一般競争入札参加資格要件確認申請書  

② 上記により求められている書類 

なお，確認申請書類は入札情報システムからダウンロードすること。  

(2) 確認申請書類の提出期限，提出場所及び提出方法 

① 提出期限  

確認申請書類の提出を求められた日の翌日から原則２日以内（市の休日を除

く。）とする。 

② 提出場所：宇都宮市理財部契約課（５階）  

③ 提出方法 

持参とし，郵送又は電送によるものは受け付けない。 

(3) 入札参加資格の確認に基づく落札の可否については，確認申請書類が提出された

日の翌日から原則２日以内（市の休日を除く。）に通知する。 

(4) 落札候補者は，入札参加資格を有すると認められなかった場合は，前号の通知を

受けた日の翌日から２日以内（市の休日を除く。）に，その理由について書面で問い

合わせることができる。 

(5) 落札候補者が提出期限内に第１号に定める確認申請書類を提出しないときは，当

該落札候補者のした入札は効力を失う。 

 

１１ 電子契約サービスの利用 

電子契約サービスにより契約を締結する場合にあっては，予定する契約日の２日  

前（市の休日を除く。）までに「電子契約利用申出書兼同意書」及び契約関係書類を 

指定メールアドレスへ送付しなければならない。 

 

１２ 請負契約書作成 

要する。この場合において，電子契約サービスにより契約を締結する場合にあっ  

ては，宇都宮市が指定する電子契約サービスを利用するものとする。  



【R8.4.1以降公告適用】   

 

4 

 

１３ 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契

約により締結する予定の有無：無し。 

 

１４ 契約条項の閲覧場所 

契約条項を定めている宇都宮市建設工事執行規則等については，次の場所において閲

覧できる。 

・場所：宇都宮市／入札情報ＨＰ  １１契約関係規則等 

   （http://www.city.utsunomiya.tochigi.supercals.jp/keiyaku_kouji/） 

  

１５ 入札の無効 

(1) 次に掲げるものに該当する場合は，当該入札者の入札を無効とする。 

① 一つの封筒に２枚以上の入札書をいれた入札 

② 一般書留郵便，簡易書留郵便以外で郵送された入札 

③ 指定された封筒以外の封筒を使用した入札  

④ 指定封筒に入札の件名又は差出人名が記載されていない入札  

⑤ 入札書又は工事費内訳書以外のものを同封した入札  

⑥ 工事費内訳書が同封されていない入札 

⑦ 複数の工事費内訳書が同封された入札 

⑧ 入札書に記載された案件名が不明瞭で判読できない入札  

⑨ 封筒に記載された案件名と入札書又は工事費内訳書の案件名が異なる入札 

⑩ 入札書と工事費内訳書の金額が異なる入札  

⑪ 入札書の金額を訂正した入札  

⑫ 代表者の記名がない入札 

⑬ 入札に際して虚偽又は不正の行為があったとき 

⑭ 工事費内訳書において，材料費，労務費，法定福利費，建退共掛金，安全衛生経  

費の項目及び金額の記載がない入札。ただし，法定福利費以外の項目については，  

すべてを計上できない場合，算出不能，計上不可等その旨が分かるように記載し，  

一部のみを計上できない場合はその旨を記載し，計上可能な分のみ記載することで，  

無効としない。 

⑮ 明らかに談合によると認められる入札又は談合の疑いが払拭出来ない入札  

⑯ １件の入札に２通以上の封筒が郵送された入札 

⑰ 入札書が真正なものであることが確認できない入札  

⑱ その他，入札に関する条件に違反したとき  

(2) 前号の⑬に該当する場合には，当該工事箇所に係る当該入札者のその後の入札を

無効とすることがある。 

(3) 共同企業体の場合，第１号の条件に，次に掲げるものを加えるものとする。  

 ① 代表者以外の者が入札書を送付したとき  

 ② 入札書とともに提出する工事費内訳書に，共同企業体名，代表者の社名及び代表 

者氏名のない入札 

 

１６ 入札の中止等 

(1) 入札参加者が談合し，又は不正不穏の行動をするなど，入札を公正に執行するこ

とができないと認められるときは，入札の執行を中止，延期又は取り止めることが

http://www.city.utsunomiya.tochigi.supercals.jp/keiyaku_kouji/
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ある。 

(2) 市が必要と認めるときは入札を中止，延期又は取り消しをすることができる。こ

の場合において入札とは，公告から落札の決定（契約締結前）までをいう。 

(3) 前号において，当該入札のために要した費用を市に請求することはできない。  

 

１７ 異議の申立ての制限 

入札を行った者は１回目の入札後，宇都宮市契約規則，宇都宮市請負契約書約款，設

計図書，現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。  

 

１８ 同価入札 

最低価格者が２者以上になった場合には，別に指定する日時及び場所において当該入

札者によるくじ引きで入札参加資格の審査順位を決定するものとする。 

審査順位が第１位の者の入札参加資格審査（事後審査）を実施し，参加資格を満たし

ている場合は，落札者に決定する。満たしていない場合は，第２位の者の資格を審査し，

落札者が決定するまで繰り返し行うものとする。 

なお，当該入札者のうち，くじを引かない者があるときは，これに代えて当該入札に

関係のない職員がくじを引くものとする。 

 

１９ 前金払の請求 

 宇都宮市会計規則（平成１７年規則第１１号）に規定する公共工事の前金払の限度額

は，請負代金額に１００分の４０を乗じて得た額とする。   

  

２０ 中間前金払の請求 

(1) 請負代金額の１００分の４０以内の前払金に加え，工事の中間段階にさらに請負

代金額の１００分の２０以内を前払金として支払う中間前金払に係る認定の請求は，

当該契約に係る工期の２分の１（債務負担行為及び継続費に係る契約にあっては，当

該会計年度の工事実施期間の２分の１）を経過し，かつ，工程表により工期の２分の

１（債務負担行為及び継続費に係る契約にあっては，当該会計年度の工事実施期間の

２分の１）を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行わ

れ，既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１（債務負

担行為及び継続費に係る契約にあっては，当該会計年度の出来高予定額の２分の１）

以上の額に相当するものである場合に行うものとする。  

(2) 同一会計年度においては，部分払を受領した場合は，中間前金払を請求すること

はできない。 

 

２１ 部分払の請求 

中間前金払を受領した場合であっても，宇都宮市建設工事請負契約書別表に規定する

回数の部分払を請求することができる。 

 

２２ 中間前金払と部分払の併用 

(1) 請負代金額が１３０万円を超える工事（債務負担行為及び継続費に係る契約にあ

っては，いずれかの会計年度の出来高予定額が１３０万円を超える工事）については，

中間前金払を請求できるので，この場合は，中間前金払と部分払のいずれかを請求で

きるものとする。 
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ただし，請負代金額が３００万円未満の工事において前金払を受領した場合には，

部分払を請求することはできない。 

なお，中間前金払と部分払の請求については必要な時にいずれかを選択して届け出

るものとする。 

(2) 債務負担行為及び継続費に係る契約にあっては，いずれかの会計年度の出来高予

定額が１３０万円を超えることにより，中間前金払を請求できる工事であっても，当

該基準を満たさない会計年度については，中間前金払は請求できないものとする。 

 

２３ 配置技術者（専任の場合） 

(1) 監理技術者とは，建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の１８に規定

する「監理技術者資格者証」の交付を受け，登録講習実施機関の発行した「監理技術

者講習修了証」を所持している者とする。 

(2) 配置できる技術者等（監理技術者，監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下

同じ。）は，受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある者でなければならない。

したがって，他の会社からの在籍出向者や派遣社員を技術者等として現場に配置する

ことは原則として認めない。 

なお，恒常的な雇用関係とは，確認申請書提出日現在で３か月以上雇用しているこ

とをいう。 

(3) 専任を要する主任技術者及び監理技術者については，下記の要件を満たす場合，

専任を要する２件の工事の兼務が可能となる。 

ア．専任特例１号（建設業法第２６条第３項第１号）  

 ① 各建設工事の請負代金の額が４，５００万円以上１億円未満（建築一式工事

は９，０００万円以上２億円未満）であること  

② 建設工事の現場間の距離が，一日で巡回可能かつ移動時間が概ね２時間以内

であること 

③ 当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて，下請次数が３次以内で

あること 

④ 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者（連絡員）を当該

建設工事に配置していること（土木一式工事または建築一式工事の場合は，当

該建設工事の種類に関する実務経験を１年以上有する者を配置すること） 

⑤ 当該工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じているこ  

 と      

⑥ 人員の配置を示す計画書の作成及び現場に据置いていること（電磁的記録媒

体による措置も可能。当該計画書は，帳簿の保存期間と同じ期間，当該建設工

事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。）  

⑦ 当該工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器を設置

していること 

⑧ 兼務する工事の数が２を超えないこと 

 ※ 専任特例２号との併用はできない。 

イ．専任特例２号（建設業法第２６条第３項第２号） 

監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には，

監理技術者の兼務が可能となる。政令で定める者は，主任技術者の要件を有する者

のうち，１級技士補の資格を持つ者とする。 

   ※ 専任特例１号との併用はできない。  
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(4) 営業所技術者等については，下記の要件を満たす場合，専任を要する主任技術者

または監理技術者への兼務が可能となる。 

  ア．所属する営業所で契約締結した工事であること  

  イ．兼ねる工事の現場数が１以下であること 

  ウ．主任技術者及び監理技術者の兼務特例（上記⑶－ア．専任特例１号）で示す①

から⑦を満たしていること 

  エ．当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること  

(5) 落札候補者が提出する確認申請書類に記載した配置予定技術者等は，監理技術者

等の死亡，傷病，出産，育児，介護又は退職等の場合や，受注者の責によらない契約

事項の変更に伴う場合，工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術

者の交代が合理的な場合など，建設現場における働き方改革等の観点も踏まえ，その

具体的内容について書面その他の方法により受発注者間で合意した場合，交代できる

ものとする。 

 

２４ 配置技術者（専任を要しない場合） 

(1) １ 件 の請 負金 額 が４ ， ５０ ０ 万円 未満 の 工 事（ 建築 一 式工 事 につ い ては ，   

９，０００万円未満）では，主任技術者の専任配置は求めていないが，専任を要しな

い主任技術者については，３件（上下水道局発注分を含む）の工事の兼務が可能とす

る。なお，営業所技術者等については，２件まで（上下水道局発注分を含む）しか兼

務できない。これらの件数を超えて参加申請をした場合には，超えている工事の入札

参加資格を失格とすることがある。 

(2) 配置する主任技術者は，受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある者でな

ければならない。したがって，他の会社からの在籍出向者や派遣社員を主任技術者と

して現場に配置することは原則として認めない。 

  ただし，３か月以上雇用していることは必要としない。  

(3) 落札候補者が提出する確認申請書類に記載した配置予定の主任技術者は，死亡，

傷病，出産，育児，介護又は退職等の場合や，受注者の責によらない契約事項の変更

に伴う場合，工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が

合理的な場合など，建設現場における働き方改革等の観点も踏まえ，その具体的内容

について書面その他の方法により受発注者間で合意した場合，交代できるものとする。  

 

２５ 実務経験者の取扱 

 主任技術者として配置できる実務経験者は，下記に該当する場合とする。  

(1)経営事項審査申請書の技術職員名簿により，実務経験者であることが確認できる者  

(2)営業所技術者等として当該業種に登録している者 

(3)監理技術者資格者証を有している者 

(4)主任技術者実務経験経歴書の提出により，実務経験者であることが確認できる者  

 

２６ 現場代理人 

(1) 現場代理人とは，請負契約の的確な履行を確保するため，工事現場の取締りのほ

か，工事の施工及び契約事務に関する一切の事項を処理する者として工事現場に置か

れる受注者の代理人であり，工事現場に常駐しなければならない。  

ただし，発注者が，現場代理人の工事現場における運営，取締り及び権限の行使に

支障がなく，かつ受注者との連絡体制が確保されると認めた場合には，現場代理人に
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ついて工事現場における常駐を要しないこととすることができるものとする。  

(2) 現場代理人についても工事を請け負った業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

ることを要件とする。 

ただし，３か月以上雇用していることは必要としない。  

また，営業所における専任の技術者は，現場代理人にはなれない。  

 

２７ 最低制限価格制度 

(1) 予定価格が１件２００万円を超える建設工事 (総合評価落札方式を除く )を対象と

して実施する。 

(2) 最低制限価格は，次の基準により設定するものとする。  

① 直接工事費に１０分の９．８を乗じて得た額 

② 共通仮設費に１０分の９を乗じて得た額 

③ 現場管理費に１０分の９を乗じて得た額 

④ 一般管理費に１０分の６．８を乗じて得た額 

最低制限価格は，①から④までの合計額から千円未満の端数を切り捨てた額に， 

１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

ただし，その額が，予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合にあっ

ては予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額とし，予定価格に１０分の７．５を乗

じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額とす

る。 

(3) 予定価格に１１０分の１００を乗じて得た額を比較価格とし，最低制限価格に 

１１０分の１００を乗じて得た額から千円未満を切り捨てた額を，比較価格に対する

最低制限価格とする。 

(4) 開札において，入札価格が比較価格に対する最低制限価格未満の入札は，失格と

する。 

(5) 入札価格が比較価格に対する最低制限価格以上のもののうち最低価格者を落札候

補者とする。 

(6) すべての入札価格が比較価格に対する最低制限価格未満のときは，不調とする。 

 

２８ 取り抜け要件について 

  市内に本店を有することを条件とした入札を対象として，実施する。なお，各要件の  

対象工事等は公告に記載する。次に掲げる要件に該当する場合，複数の入札に参加した  

としても，複数の落札者とはなれない。また入札参加形態が，以下のいずれかに該当す 

る場合も，特定建設工事共同企業体の代表者及び構成員も取り抜け要件の対象とする。  

   ① 特定建設工事共同企業体と特定建設工事共同企業体の工事  

   ② 単体と特定建設工事共同企業体の工事 

 (1) 近接工事 

   市長が発注する同一工種（建設業法に規定する建設工事の種類）の建設工事におい  

て次のいずれかに該当するもの 

なお，施工中とは，落札決定日から完成検査終了までの期間とする。  

① 工事区間（箇所）の互いに最も近い部分を直線で結び，５００メートルまでの範  

囲のもの 

② 同一工区内（区画整理地区等）において発注するもの 

 (2) 分離・分割工事 
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  ① 分離工事 

   市長が発注する建物の新築工事などを各種構成部分に分離して発注するもの  

  ② 分割工事 

   市長が発注する同一工種の建設工事において，道路など一定区間を複数工区に分割  

して発注するもの 

 (3) 同日同工種工事 

   市長が発注する同一工種の建設工事において，公告日が同日で，入札方式も同一の  

場合のもの 

 

２９ その他 

(1) 入札に関し，入札執行前に談合情報が寄せられた場合，当初の予定どおり入札を

執行し，その結果，情報どおりの業者が最低価格者となった場合には，落札を保留し，

当該入札参加者を対象に事情聴取を行う。 

調査の結果，談合の事実が確認されれば，当該入札を無効とする。  

また，談合の事実が確認されなくても，当該入札を無効とすることがある。  

(2) 地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。 

① 下請施工を必要とする場合は，可能な限り宇都宮市内の業者へ発注するように努

めること。 

② 工事の施工に必要な建設資材，建設機械等の購入やリースは，可能な限り宇都宮

市内の業者へ発注するように努めること。 

(3) 入札条件としての施工実績は，特に標記のない場合は，元請け又は下請けとして

の実績とする。 

  また条件に施工規模の実績を付した場合は，原則１件の施工における実績とする。  

(4) 技術者等の配置を要する期間は，契約締結時（任意着手方式の場合は，工期の開

始日）から完成検査終了時までとする。 

 (5) １回目又は２回目の入札で比較価格に対する最低制限価格未満で入札した者，無

効又は失格の入札をした者，入札辞退者及び期限までに入札書が届かなかった者は，

当該案件において以降の入札及び見積に参加できない。 

(6) 入札に参加しようとする者は，落札候補者となった時に配置できる技術者等がい

ないということがないよう，現在の手持ち工事数の状況や配置できる技術者等の数に

ついて充分考慮した上で入札すること。 

(7) 受注者は，契約の履行に当たり，受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当

な介入を受けた場合は，断固としてこれを拒否するとともに，不当介入があった時

点で必ず速やかに警察署に届け出て，捜査上必要な協力を行い，市の工事担当課に

報告を行うこと。 

なお，受注者又はその下請業者が暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず，

本市への報告や警察への届け出を怠った場合には，入札参加停止の対象となる。 


